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痴
漢
や
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撮
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に
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さ
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び
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業
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携
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痴
漢
や
盗
撮
行
為
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
外
務
省
職
員
が
在
職
し
続
け
る
こ
と
の
是
非
並
び
に
そ
の
様
な
職
員
が

外
交
業
務
に
携
わ
る
こ
と
が
我
が
国
の
国
益
に
与
え
る
影
響
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
九
一
号
、
以
下
、
「
政
府
答
弁
書
」

と
い
う
。
）
で
は
、
外
務
省
に
お
い
て
、
�
平
成
十
一
年
四
月
一
日
朝
に
、
通
勤
途
上
、
同
一
女
性
に
対
し
て
痴
漢
行
為
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
、
�
平
成
十
三
年
一
月
二
十
六
日
、
横
浜
駅
ビ
ル
に
お
い
て
女
性
の
ス
カ
ー
ト
内
を
ビ
デ
オ
撮

影
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
、
�
平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
、
出
勤
途
中
に
乗
り
合
わ
せ
た
女
性
に
対
し
て
痴

漢
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
減
給
処
分
を
受
け
、
「
政
府
答
弁
書
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
時
点
で
は
、
右
の
三

名
が
外
務
省
に
在
職
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

�
と
�
の
職
員
は
、
痴
漢
行
為
が
発
覚
し
た
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
か
。

二

一
で
、
逮
捕
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
起
訴
さ
れ
た
か
否
か
等
、
�
と
�
の
職
員
に
対
し
て
そ
の
後
ど
の
様
な
司
法
手
続
き

が
な
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
�
の
職
員
に
対
し
て
も
同
様
に
、
逮
捕
後
、
ど
の
様
な
司

法
手
続
き
が
な
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

�
、
�
、
�
の
職
員
は
、
本
年
十
二
月
十
八
日
現
在
も
外
務
省
に
在
職
し
て
い
る
か
。

一



四

三
で
、
三
名
の
職
員
が
現
在
も
外
務
省
に
在
職
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
外
務
省
の
ど
の
部
署
に
お
い
て
ど
の
様
な

業
務
に
従
事
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

外
務
省
職
員
が
痴
漢
や
盗
撮
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
見
解
如
何
。

六

三
で
、
三
名
の
職
員
が
現
在
も
外
務
省
に
在
職
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
我
が
国
の
国
益
に
ど
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
す

か
。
痴
漢
や
盗
撮
等
、
外
務
省
職
員
と
い
う
身
分
以
前
に
、
人
間
と
し
て
卑
劣
極
ま
り
な
い
行
為
を
行
っ
た
人
物
が
、
そ
の

後
も
引
き
続
き
外
交
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
国
益
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の

見
解
如
何
。

七

三
で
、
三
名
の
職
員
が
既
に
外
務
省
を
退
職
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
つ
か
、
ど
の
様
な
形
で
退
職
し
た
の
か
、
三

名
の
職
員
に
対
し
て
退
職
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
か
否
か
の
三
点
に
つ
き
、
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


